
令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

（１）はじめに
• 医療措置協定を締結する仕組み
• 平時の感染対策と新興感染症等に対応する体制整備
• 医療機関や行政との連携
• 薬局の業務継続計画（ ）の策定

（２）行政・医療機関・薬剤師会等と連携について
• ３つの体制と位置づけ
• 医療機関等との連携と体制整備
• 薬局における役割と他の各協定指定医療の役割を把握
• 都道府県と保健所設置市・特別区との連携協議会の役割

（３）情報収集
• 薬局の事業継続計画の中に各情報リストを整理

（４）まとめ
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令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン令和５年５月 日より引用

医療措置協定の内容を作成

医療計画における新たな事業と
して「新興感染症発生・まん延
時における医療」が追加

改正感染症法による予防計画

整合性

【都道府県】
「感染症予防計画」

その都道府県に合った地域の感染症医療及び通常医療の提供体制を考慮

協定の協議・締結の
進め方は、「医療措
置協定締結等のガイ
ドライン」に沿って
行われる。

薬局が所在している都道府県の協定に関する情報をご確認下さい。

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（１）はじめに ①医療措置協定を締結する仕組み
９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料より引用

【国】 改正感染症法
有事の際に医療体制等の整備を円滑に進められるよう仕組みが法定化

【都道府県】
「感染症予防計画」

医療措置協定
締結

【医療機関】
薬局、病院・診療所、訪問看護ステーション

感染症対応を行う人材の育成（医療機関向けの研修・訓練の実施等）を進め、感染症対応能力を強化など
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令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（１）はじめに

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

②平時の感染対策と新興感染症等に対応する体制整備

新興感染症など予期せぬ状況にも迅速に対応できる体制を整えることが
重要です。そのためには感染症の早期発見や情報提供が行える機能を備
え、必要な医薬品や物資を可及的速やかに供給をできるよう準備してお
く必要があります。

感染症への早期対応

医療体制の逼迫を軽減
感染者が急増した場合においても、薬局が感染対策を行って適切に対応
することで、医療体制の逼迫を起こさないよう医療機関と薬局の連携が
重要です。
薬局が平時から感染対策や新興感染症に対する体制を整えることが、
地域の健康維持や状況変化に対する適切な対応を可能にします。

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（１）はじめに

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

②平時の感染対策と新興感染症等に対応する体制整備

◆ 薬局における平時の適切な感染対策と新興感染症
等に対応する体制の整備がなぜ大切なのか？

薬局は多くの人が訪れる場所であり、感染症の拡大を防ぐために適切な
対策が重要です。手洗い、マスク着用、消毒等の対策を実施することで、
感染のリスクを軽減できます。

薬局は地域の健康維持に重要な役割を果たしています。感染症が蔓延する
と、地域全体の健康に影響を与えますので、地域全体の健康を守るために
は適切な対策を講じる必要があります。

感染症の拡大予防

地域の健康維持
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令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（１）はじめに

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

④薬局の業務継続計画（ ）の策定

新興感染症等の発生・まん延に備える

平時から準備
薬局の業務継続計画（ ）を作成

【 各発生段階の地域医療体制の把握 】
◆ 都道府県
◆ 薬剤師会
◆ 医療機関

などに対して

【 情報収集法や連携体制を確立 】

薬局の感染対策など

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（１）はじめに

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

③医療機関や行政との連携

感染症の正確な情報

感染症の最新な情報
かつ

感染対策・新興感染症
包括的かつ効果的に

【連携】

地域

医薬品提供体制の確保

健康管理や緊急時の対応力
感染拡大の防止が

薬局
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（２）行政・医療機関・薬剤師会等と連携について
②医療機関等との連携と体制整備

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

連携による医薬品提供体制

薬局による医薬品提供体制

厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料より引用

薬局は病院・診療所、介護事業所などと連携し、医薬品提供体制を構築

都道府県知事

【発熱患者等への医薬品提供体制】

（必要により往診やオンライン診療、オンライン服薬指導等にも対応）

地域薬剤師会、地域医師会などにより連携体制の整備

患者の求めに応じて
◯情報通信機器を用いた服薬指導

◯薬剤の配送等の対応 など求められている。
◯夜間・休日、時間外の対応（輪番制含む）

薬局

要請

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

（２）行政・医療機関・薬剤師会等と連携について ①３つの体制と位置づけ
実施機関 ① 流行初期 目標数 ② 流行初期以降目標数

医療提供体制 医療機関

入院体制 約 万床 約 万床
約 医療機関 うち重点医療機関約

発熱外来 機関 約 万機関
○自宅療養者等への医療の提供
・病院・診療所数（約 万）、
・薬局数（約 万）、
・訪看事業所数（約 千）
○後方支援を行う医療機関数（約 千）
○他の医療機関への応援派遣に対応可能な・医師数
（約 千）、・看護師数（約４千）

検査体制

地域衛生研究所等
万件以上日

（核酸検出検査）
約 万件以上 日
（核酸検出検査）

医療機関
（検体採取・分析）

民間検査機関等

宿泊療養体制 宿泊施設 約 ＋ α 室 約 室
厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料より引用
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出典：厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料

③薬局における役割と他の各協定指定医療の役割を把握
９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料より引用

協定締結の目的と方向性

医療措置の内容

平時より
医療機能と役割の明確化

実践的な訓練など

新興感染症に対応する医療と通常医療の提供体制の確保

危機時 それぞれの役割が実行できるように
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（３）情報収集

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

薬局の業務継続計画の中に各情報リストを整理

基本の感染対策・流行状況の把握・適切な情報収集
平時 緊急時いずれにおいても

基本

新興感染症等の状況を踏まえた感染対策
業務継続計画に沿った行動

新興感染症等の発生時

情報収集先のリスト、医薬品・感染対策用品等取扱業者等リスト、平時に多くの処方箋を応需
している医療機関リスト、各医療圏における医療機関リストと薬薬連携先リストなどを制作

薬局の業務継続計画

薬局の業務継続計画作成は、日本薬剤師会「新型インフルエンザ等発生時における業務
継続計画（案）薬局向け作成例」を参考にして下さい。

④都道府県と保健所設置市・特別区との連携協議会の役割

出典：厚生労働省 医療政策研修会 令和 年度第 回 資料
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情報収集

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携
薬局の業務継続計画 【リスト例】

内閣官房・新型インフルエンザ等対策 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/

外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/index.html

国立感染症研究所感染症疫学センター https://www.niid.go.jp/ja/from-idsc.html

日本医師会 https://www.med.or.jp
日本薬剤師会 https://www.nichiyaku.or.jp
○○都道府県薬剤師会
○○県庁
○○○保健所

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

新型インフルエンザ等発生時の必須医薬品、感染対策用品等取扱業者等リスト例

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携
薬局の業務継続計画 【リスト例】

商品名 定数在庫 使用期限 備考 取扱業者
担当者 連絡先

医薬品等取扱業者リスト
項目 会社名 担当者 連絡先 他

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」
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令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」

（３）まとめ

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携

新興感染症等の発生・まん延には、医療機関や行政との円滑な連携が必要で
す。迅速かつ効果的な対応を行うために、平時から連携体制を整えておくこと
が重要です。
また、正確な情報収集は感染対策において不可欠です。それによって薬局は

地域社会における健康維持やリスク管理を支援し、適切な対応を行うための基
盤を築くことができます。

平時に多くの処方箋を応需している医療機関リスト

９．感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携
薬局の業務継続計画 【リスト例】

医療機関名 電話番号 FAX番号 取り次ぎ先

各医療圏における医療機関リストと薬薬連携先など
医療機関名 薬薬連携室・薬局 電話番号 FAX番号

令和５年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業「感染対策に関する指針・研修プログラム」
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日本薬剤師会理事
亀山 貴康

令和５年度 薬剤師の資質向上等に資する研修事業
「感染対策に関する指針・研修プログラム」

９．感染対策における平時及び緊急時の
他医療機関や行政等との連携

ご清聴ありがとうございました
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